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 令和６年度に実施した定期監査の結果に対し、豊中市長より監査の結果を参考と

して措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項の規定に

より、次のとおり公表します。 

 

 

令和７年（２０２５年）１１月２８日 

 

 

 

豊中市監査委員  岸 本 康 孝 

同      清 水 聖 子 

同      吉 田 正 弘 

同      北之坊 晋 次 



（様式７） 

豊都経第１３７９号 

令和７年(2025年）１１月２５日 

 

豊中市監査委員 様 

 

 

豊中市長  長内 繁樹 

 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づく措置の通知について 

 

令和６年度定期監査において指摘のあった事項について、下記のとおり措置を講

じたので通知いたします。 

 

記 

 

１ （監査実施日 令和６年１２月２５日） 

 

対象となった 

部局 

課・施設の名称 

指摘事項 講じた措置の内容 

都市経営部 

デジタル戦略課 

◆契約自動更新条項について 

西日本電信電話株式会社豊中ビ

ルの賃貸借契約において、当該

契約は複数年度契約であるた

め、契約書において長期継続契

約に基づく解除条項（予算の減

額又は削除に伴う解除等の特約

条項）を記載しているが、「契

約期間満了６ヶ月前に委託者又

は受託者から解約の通知をしな

いときは、満了の日の翌日から

起算して１年間なお効力を有す

当該賃貸借契約については、毎

年度契約締結を行っており、令

和６年１２月の契約更新時に自

動更新条項を削除しました。 



（様式７） 

る。以後の満了の際も同様とす

る。」との規定があり、いわゆ

る自動更新条項が設定されてい

た。地方自治法第２３２条の３

において、「普通地方公共団体

の支出の原因となるべき契約そ

の他の行為（支出負担行為）

は、法令又は予算の定めるとこ

ろに従い、これをしなければな

らない。」と規定されており、

後年度予算の裏付けがない状態

で、後年度における契約の継続

を約束する自動更新条項を設け

ることはできない。契約にあた

っては、関係法令等に基づく要

件全般との整合性について改め

て確認を行い、適正に見直しを

されたい。 

都市経営部 

デジタル戦略課 

◆専決区分について 

「番号制度システム整備費補助

金」簿冊において、補助金の交

付（変更）申請について、部長

専決とするところを課長専決と

しているものがあった。また

「契約書（ＩＣＴ基盤管理

係）」簿冊において、１０万円

以上の物品購入について、契約

検査課長専決とするところをデ

ジタル戦略課長専決としている

ものがあった。 

該当する文書は、事務決裁規程

に従い、部長あるいは契約検査

課長の手続きとなるよう改め

た。 

補助金の交付（変更）申請につ

いては部長専決であること、ま

た、10万円以上の物品購入の場

合は契約検査課長専決であるこ

とについて、課内に周知すると

ともに、起案にあたり事務決裁

規程を都度確認するよう指導し

ました。 

 

 


